
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

（
号
外
）

一

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

号 　 外

平成 16 年

3 月26日（金曜日）

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

条
　
　
例

香
川
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
情
報
政
策
課
）

八

香
川
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に
伴
う

関
係
条
例
の
整
備
等
に
関
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　

（
政
策
課
、
情
報
政
策
課
、
法
務
文
書
課
、
税
務
課
、
行
政
企
画
課
、
廃
棄
物
対
策
課
、

健
康
福
祉
総
務
課
、
障
害
福
祉
課
、
河
川
砂
防
課
、
教
育
委
員
会
、
公
安
委
員
会
、
人
事

委
員
会
）

一
一

都
市
計
画
法
施
行
令
第
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
開
発
行
為
の
規
模
を
定
め
る
条
例

（
都
市
計
画
課
）

一
八

香
川
県
ふ
ぐ
の
処
理
等
に
関
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
生
活
衛
生
課
）

香
川
県
企
業
誘
致
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
産
業
政
策
課
、
観
光
振
興
課
）

二
九

非
常
勤
の
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
支
給
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
政
　
策
　
課
）

三
二

香
川
県
使
用
料
、
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

三
三

特
別
会
計
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
政
策
課
、
医
務
国
保
課
、
経
営
支
援
課
）

三
八

香
川
県
土
地
開
発
基
金
条
例
及
び
香
川
県
番
の
州
地
区
臨
海
工
業
用
土
地
造
成
事
業
基
金

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
政
　
策
　
課
）

香
川
県
議
会
議
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

三
九

香
川
県
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
行
政
企
画
課
）

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

四
〇

香
川
県
職
員
退
職
手
当
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

四
一

知
事
等
の
給
与
、
旅
費
及
び
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（

〃
　
　
）

四
三

香
川
県
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
県
民
参
画
課
、
行
政
企
画
課
、
水
道
局
）

四
四

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
職
　
員
　
課
）

四
五

香
川
県
保
健
衛
生
及
び
環
境
関
係
試
験
検
査
等
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
環
境
管
理
課
）

香
川
県
立
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
県
立
病
院
・
施
設
経
営
課
）

四
六

香
川
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
（
に
ぎ
わ
い
創
出
課
）

四
七

香
川
県
立
農
業
大
学
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
（
農
業
経
営
課
）

香
川
県
公
共
用
財
産
管
理
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例（

土
木
監
理
課
、
河
川
砂
防
課
）

四
八

香
川
県
港
湾
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
港
　
湾
　
課
）

四
九

風
致
地
区
内
に
お
け
る
建
築
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
都
市
計
画
課
）

五
三

香
川
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
（

〃
　
　
）

五
五

香
川
県
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
住
　
宅
　
課
）

五
六

香
川
中
央
都
市
計
画
事
業
高
松
港
頭
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
サ
ン
ポ
ー
ト
高
松
推
進
課
）

公
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
（
教
育
委
員
会
）

五
七

教
育
関
係
施
設
の
管
理
の
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例（

〃
　
　
）

五
九

教
育
長
の
給
与
、
旅
費
、
退
職
手
当
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

六
〇



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

（
号
外
）

二

所
要
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
行
政
手
続
の
簡
素
化
及
び
明
確
化
を
行
う
た
め
、
関

係
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
一
部
の
規
定
は
、
公

布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
都
市
計
画
法
施
行
令
第
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
開
発
行
為
の
規
模
を
定
め
る
条
例
（
平

成
十
六
年
香
川
県
条
例
第
三
号
）

１
　
都
市
計
画
の
見
直
し
に
伴
い
、
都
市
計
画
区
域
に
お
け
る
許
可
の
対
象
と
な
る
開
発
行

為
の
規
模
に
つ
い
て
、
市
街
化
の
状
況
等
を
考
慮
し
た
措
置
を
講
じ
る
た
め
、
こ
の
条
例

を
制
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
ふ
ぐ
の
処
理
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第
四
号
）

１
　
食
品
衛
生
を
取
り
巻
く
社
会
経
済
情
勢
が
大
き
く
変
化
し
、
特
に
食
品
の
安
全
・
安
心

に
対
す
る
県
民
の
関
心
が
近
年
急
激
に
高
ま
っ
て
い
る
中
で
、
ふ
ぐ
が
そ
の
強
い
毒
性
に

よ
り
人
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
広
く
一
般
に
食
さ
れ
て

い
る
現
状
を
考
慮
し
、
ふ
ぐ
の
毒
に
起
因
す
る
食
中
毒
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
、
ふ
ぐ

処
理
業
を
営
む
者
に
つ
い
て
新
た
に
登
録
制
度
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
ふ
ぐ
処
理
師
の

資
格
を
新
設
す
る
等
の
た
め
、
香
川
県
ふ
ぐ
取
扱
条
例
の
全
部
を
改
正
す
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
企
業
誘
致
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第
五
号
）

１
　
全
国
的
に
厳
し
い
景
気
、
雇
用
情
勢
が
継
続
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、
県
民
生
活

を
安
定
さ
せ
、
よ
り
向
上
さ
せ
る
た
め
に
、
積
極
的
に
企
業
を
誘
致
し
、
そ
の
立
地
を
促

進
す
る
こ
と
に
よ
る
雇
用
機
会
の
拡
大
及
び
に
ぎ
わ
い
の
創
出
を
図
る
必
要
性
か
ら
、
県

内
に
工
場
、
試
験
研
究
施
設
及
び
情
報
処
理
関
連
施
設
を
設
置
す
る
企
業
に
対
す
る
助
成

制
度
を
拡
充
す
る
と
と
も
に
、
新
た
に
観
光
施
設
を
設
置
す
る
企
業
に
対
す
る
助
成
制
度

を
創
設
す
る
た
め
、
香
川
県
工
場
等
立
地
促
進
条
例
の
全
部
を
改
正
す
る
こ
と
と
し
た
。

香
川
県
立
学
校
職
員
及
び
香
川
県
市
町
立
学
校
県
費
負
担
教
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

六
一

香
川
県
高
等
学
校
等
奨
学
金
貸
付
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
（

〃
　
　
）

香
川
県
警
察
本
部
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
（
公
安
委
員
会
）

香
川
県
警
察
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

六
二

香
川
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

知
事
等
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
（
行
政
企
画
課
、
教
育
委
員
会
）

香
川
県
看
護
教
員
修
学
資
金
貸
付
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
（
医
務
国
保
課
）

六
三

都
市
計
画
法
施
行
令
第
三
十
一
条
た
だ
し
書
の
開
発
区
域
の
面
積
を
定
め
る
条
例
を
廃
止

す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
都
市
計
画
課
）

香
川
県
金
属
く
ず
取
扱
業
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
　
　
　
　
　
（
公
安
委
員
会
）

六
四

◇
香
川
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
香

川
県
条
例
第
一
号
）

１
　
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
よ
り
法
令

に
基
づ
く
行
政
手
続
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
を
実
施
す
る
た
め
の
法
整
備
が
行
わ
れ
た
こ
と
を

考
慮
し
て
、
同
法
の
適
用
を
受
け
な
い
条
例
等
に
基
づ
く
行
政
手
続
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
を

実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
共
通
す
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、

行
政
の
情
報
化
を
推
進
し
、
県
民
の
利
便
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、
こ
の
条
例
を
制
定
す

る
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に
伴
う
関

係
条
例
の
整
備
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第
二
号
）

１
　
行
政
手
続
等
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
に
当
た
り
、
香
川
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信

の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
だ
け
で
は
条
例
上
の
措
置
が
十
分
で
な
い
も
の
に
つ
い
て

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

（
号
外
）

三

２
　
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
非
常
勤
の
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
支
給
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
六

年
香
川
県
条
例
第
六
号
）

１
　
知
事
等
の
給
料
月
額
の
改
定
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
改
定
等
の
状
況
を
総
合
的
に
勘

案
し
、
行
政
委
員
会
の
委
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
に
対
す
る
報
酬
の
額
を
改
定
す
る

こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
使
用
料
、
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第
七

号
）

１
　
県
民
負
担
の
適
正
化
及
び
公
平
化
を
図
る
た
め
、
当
該
収
入
を
充
て
て
執
行
す
る
事
務

に
要
す
る
経
費
並
び
に
国
及
び
他
県
に
お
け
る
同
種
又
は
類
似
の
料
金
と
の
均
衡
を
保
つ

観
点
か
ら
、
現
行
の
使
用
料
及
び
手
数
料
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
い
、
改
定
す
る
こ
と
と

し
た
。

２
　
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
一
部
の
規
定
は
公
布

の
日
か
ら
、
一
部
の
規
定
は
同
年
七
月
一
日
か
ら
、
一
部
の
規
定
は
平
成
十
七
年
一
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
特
別
会
計
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第

八
号
）

１
　
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
法
の
施
行
に
伴
い
小
規
模
企
業
者
等
設
備
導

入
資
金
特
別
会
計
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
と
と
も
に
、
香
川
県
立
保
健
医
療
大
学

及
び
香
川
県
立
医
療
短
期
大
学
の
運
営
の
状
況
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
に
特
別
会
計
を

新
た
に
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
一
部
の
規
定
は
、
規

則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
土
地
開
発
基
金
条
例
及
び
香
川
県
番
の
州
地
区
臨
海
工
業
用
土
地
造
成
事
業
基
金
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第
九
号
）

１
　
香
川
県
土
地
開
発
基
金
に
つ
い
て
、
そ
の
一
部
を
処
分
し
、
減
少
が
著
し
い
一
般
会
計

管
理
の
財
源
対
策
用
基
金
で
あ
る
香
川
県
県
債
管
理
基
金
及
び
香
川
県
長
期
投
資
準
備
基

金
に
積
み
立
て
、
事
業
執
行
に
係
る
財
源
と
す
る
た
め
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
と
と
も

に
、
香
川
県
番
の
州
地
区
臨
海
工
業
用
土
地
造
成
事
業
基
金
に
つ
い
て
、
繰
替
運
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
議
会
議
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第
十
号
）

１
　
香
川
県
議
会
議
員
の
報
酬
に
つ
い
て
の
香
川
県
特
別
職
報
酬
等
審
議
会
の
答
申
を
踏
ま

え
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第
十
一
号
）

１
　
行
財
政
改
革
に
よ
る
職
員
数
の
削
減
を
よ
り
着
実
に
進
め
る
た
め
、
特
定
事
務
従
事
職

員
に
係
る
定
数
の
別
枠
を
廃
止
し
、
定
数
管
理
の
明
確
化
を
図
る
と
と
も
に
、
職
員
の
定

数
に
つ
い
て
実
人
員
に
沿
っ
た
見
直
し
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第
十
二

号
）

１
　
香
川
県
立
保
健
医
療
大
学
の
設
置
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法

律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
地
方
公
営
企
業
労
働
関
係
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

（
号
外
）

四

質
基
準
項
目
及
び
水
質
検
査
方
法
等
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
飲
料
水
及
び
水
道
水

の
水
質
試
験
・
検
査
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
立
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
香

川
県
条
例
第
十
八
号
）

１
　
県
立
病
院
の
利
用
及
び
運
営
の
状
況
を
考
慮
し
、
そ
の
病
床
数
に
つ
い
て
所
要
の
改
正

を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第
十
九
号
）

１
　
瀬
戸
大
橋
記
念
公
園
の
有
料
公
園
施
設
と
し
て
い
る
ブ
リ
ッ
ジ
シ
ア
タ
ー
の
利
用
の
促

進
を
図
り
に
ぎ
わ
い
を
創
出
す
る
た
め
、
こ
れ
を
無
料
化
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
所
要

の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
立
農
業
大
学
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第
二
十

号
）

１
　
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
や
少
子
化
の
進
行
を
踏
ま
え
、
「
独
創
性
豊
か
で
、
多
彩
な
香

川
型
農
業
の
確
立
」
に
向
け
、
香
川
県
立
農
業
大
学
校
に
つ
い
て
、
そ
の
学
科
、
組
織
体

制
等
を
見
直
す
と
と
も
に
、
平
成
十
七
年
度
入
学
生
か
ら
授
業
料
等
を
徴
収
す
る
た
め
、

所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
公
共
用
財
産
管
理
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第

二
十
一
号
）

１
　
都
市
計
画
を
見
直
し
、
市
街
化
区
域
と
市
街
化
調
整
区
域
と
の
区
分
を
廃
止
す
る
こ
と

に
伴
い
、
公
共
用
財
産
等
の
使
用
料
又
は
占
用
料
に
係
る
宅
地
の
区
分
の
見
直
し
を
行
う

◇
香
川
県
職
員
退
職
手
当
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第
十
三

号
）

１
　
国
立
大
学
法
人
法
、
地
方
独
立
行
政
法
人
法
等
の
施
行
に
伴
い
、
退
職
手
当
の
算
定
の

基
礎
と
な
る
勤
続
期
間
の
計
算
等
に
つ
い
て
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
知
事
等
の
給
与
、
旅
費
及
び
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十

六
年
香
川
県
条
例
第
十
四
号
）

１
　
知
事
、
副
知
事
及
び
出
納
長
の
給
料
月
額
に
つ
い
て
の
香
川
県
特
別
職
報
酬
等
審
議
会

の
答
申
を
踏
ま
え
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（

平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第
十
五
号
）

１
　
地
方
独
立
行
政
法
人
法
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備

等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
関
係
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し

た
。

２
　
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第
十
六
号
）

１
　
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
を
考
慮
し
、
罰
金
額
の
上
限
を

引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
保
健
衛
生
及
び
環
境
関
係
試
験
検
査
等
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平

成
十
六
年
香
川
県
条
例
第
十
七
号
）

１
　
水
道
法
の
規
定
に
よ
る
水
質
基
準
に
関
し
て
、
水
質
基
準
に
関
す
る
省
令
等
に
よ
り
水
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香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

（
号
外
）

五

行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
中
央
都
市
計
画
事
業
高
松
港
頭
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第
二
十
六
号
）

１
　
香
川
中
央
都
市
計
画
事
業
高
松
港
頭
土
地
区
画
整
理
事
業
に
お
け
る
換
地
処
分
に
伴
い
、

施
行
地
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称
を
変
更
し
、
分
割
徴
収
す
る
清
算
金
の
利
子
の
利
率

を
定
め
る
等
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
一
部
の
規
定
は
平
成
十
六
年
四
月

一
日
か
ら
、
一
部
の
規
定
は
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
公
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県

条
例
第
二
十
七
号
）

１
　
国
立
大
学
法
人
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
教
育

公
務
員
特
例
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
関
係
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と

と
し
た
。

２
　
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
教
育
関
係
施
設
の
管
理
の
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年

香
川
県
条
例
第
二
十
八
号
）

１
　
香
川
県
総
合
運
動
公
園
、
香
川
県
立
丸
亀
競
技
場
、
香
川
県
立
体
育
館
、
香
川
県
立
屋

島
陸
上
競
技
場
、
香
川
県
立
武
道
館
、
香
川
県
立
丸
亀
武
道
館
、
香
川
県
立
総
合
水
泳
プ

ー
ル
、
香
川
県
県
民
ホ
ー
ル
及
び
香
川
県
歴
史
博
物
館
の
管
理
運
営
を
県
が
自
ら
行
う
こ

と
と
す
る
の
で
、
関
係
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
教
育
長
の
給
与
、
旅
費
、
退
職
手
当
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第
二
十
九
号
）

た
め
、
関
係
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
港
湾
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第
二
十
二
号
）

１
　
県
が
管
理
す
る
港
湾
に
整
備
不
良
の
船
舶
が
入
港
し
た
り
、
港
湾
施
設
に
廃
棄
物
が
投

棄
さ
れ
る
な
ど
、
港
湾
施
設
の
機
能
が
妨
げ
ら
れ
る
事
象
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ

ら
の
行
為
を
排
除
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
社
会
情
勢
の
変
化
に
対
応
し

た
港
湾
の
管
理
を
行
う
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
一
部
の
規
定
は
同
年

五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
風
致
地
区
内
に
お
け
る
建
築
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十

六
年
香
川
県
条
例
第
二
十
三
号
）

１
　
風
致
地
区
内
に
お
け
る
建
築
等
の
規
制
の
基
準
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

風
致
地
区
内
の
行
為
規
制
と
し
て
、
屋
外
に
お
け
る
土
石
、
廃
棄
物
又
は
再
生
資
源
の
堆た

い

積
を
追
加
す
る
等
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県

条
例
第
二
十
四
号
）

１
　
都
市
計
画
の
見
直
し
に
伴
い
、
経
由
事
務
の
対
象
と
な
る
市
町
を
追
加
す
る
た
め
、
所

要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第
二
十
五
号
）

１
　
一
般
県
営
住
宅
が
住
宅
に
困
窮
す
る
低
額
所
得
者
に
供
給
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

踏
ま
え
、
一
般
県
営
住
宅
の
明
渡
し
請
求
に
応
じ
な
い
高
額
所
得
者
に
対
し
て
、
そ
の
明

渡
し
が
促
進
さ
れ
る
よ
う
、
損
害
賠
償
金
の
徴
収
規
定
を
加
え
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
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香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

（
号
外
）

六

１
　
知
事
等
の
給
料
月
額
等
と
の
権
衡
を
考
慮
し
、
教
育
長
の
受
け
る
給
料
月
額
を
改
め
る

と
と
も
に
、
教
育
公
務
員
特
例
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
引
用
す
る
条
項
を
改
め
る
こ
と

と
し
た
。

２
　
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
立
学
校
職
員
及
び
香
川
県
市
町
立
学
校
県
費
負
担
教
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第
三
十
号
）

１
　
小
学
校
の
児
童
数
並
び
に
中
学
校
及
び
高
等
学
校
の
生
徒
数
の
変
化
等
を
踏
ま
え
、
県

立
学
校
職
員
及
び
市
町
立
学
校
県
費
負
担
教
職
員
の
定
数
を
改
め
る
と
と
も
に
、
教
育
公

務
員
特
例
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
引
用
す
る
条
項
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
高
等
学
校
等
奨
学
金
貸
付
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条

例
第
三
十
一
号
）

１
　
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
施
行
に
伴
い
、
引
用
す
る
法
律
の
題
名
を
改

め
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
警
察
本
部
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第
三
十

二
号
）

１
　
来
日
外
国
人
に
よ
る
組
織
的
な
犯
罪
、
薬
物
及
び
銃
器
の
密
輸
・
密
売
事
件
、
暴
力
団

に
よ
る
犯
罪
等
組
織
を
背
景
に
行
わ
れ
る
犯
罪
の
多
数
が
治
安
悪
化
の
大
き
な
要
因
と
な

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
犯
罪
組
織
の
壊
滅
に
向
け
た
戦
略
的
捜
査
等
を
推
進
す
る
た
め
、

組
織
犯
罪
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
部
署
を
統
合
す
る
等
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と

と
し
た
。

２
　
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
警
察
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第
三
十

三
号
）

１
　
厳
し
い
治
安
情
勢
に
的
確
に
対
応
し
、
県
民
が
真
に
求
め
て
い
る
安
全
と
安
心
を
確
保

す
る
た
め
警
察
官
を
増
員
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
定
数
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第
三

十
四
号
）

１
　
道
路
交
通
法
に
基
づ
く
運
転
免
許
の
取
消
処
分
者
講
習
の
一
部
を
指
定
講
習
機
関
に
行

わ
せ
る
こ
と
に
伴
い
、
そ
の
手
数
料
を
当
該
指
定
講
習
機
関
に
納
入
で
き
る
よ
う
所
要
の

改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
知
事
等
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第
三
十
五
号
）

１
　
県
の
財
政
状
況
等
を
考
慮
し
、
知
事
、
副
知
事
、
出
納
長
等
の
特
別
職
の
職
員
、
一
般

職
の
職
員
及
び
県
費
負
担
教
職
員
の
給
与
の
減
額
措
置
を
講
じ
る
た
め
、
こ
の
条
例
を
制

定
す
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
看
護
教
員
修
学
資
金
貸
付
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第
三

十
六
号
）

１
　
香
川
県
看
護
教
員
修
学
資
金
貸
付
条
例
は
、
香
川
県
立
医
療
短
期
大
学
の
看
護
教
員
の

確
保
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
当
該
看
護
教
員
が
充
足

し
、
平
成
十
六
年
四
月
に
開
学
す
る
香
川
県
立
保
健
医
療
大
学
の
看
護
教
員
に
つ
い
て
も

確
保
で
き
る
見
込
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
条
例
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
都
市
計
画
法
施
行
令
第
三
十
一
条
た
だ
し
書
の
開
発
区
域
の
面
積
を
定
め
る
条
例
を
廃
止
す

る
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第
三
十
七
号
）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

（
号
外
）

七

１
　
都
市
計
画
を
見
直
し
、
市
街
化
区
域
と
市
街
化
調
整
区
域
と
の
区
分
を
廃
止
す
る
こ
と

か
ら
、
市
街
化
調
整
区
域
に
お
い
て
許
可
の
対
象
と
な
る
開
発
行
為
の
規
模
を
定
め
た
こ

の
条
例
は
、
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
金
属
く
ず
取
扱
業
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
香
川
県
条
例
第

三
十
八
号
）

１
　
香
川
県
金
属
く
ず
取
扱
業
に
関
す
る
条
例
は
、
金
属
く
ず
の
盗
難
等
の
犯
罪
を
防
止
し
、

そ
の
適
正
な
取
引
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
昭
和
三
十
一
年
に
制
定
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
の
社
会
情
勢
の
変
化
に
よ
り
金
属
く
ず
の
盗
難
が
ほ
と
ん
ど
発
生

し
て
い
な
い
現
状
を
踏
ま
え
、
こ
の
条
例
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
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香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

（
号
外
）

八

条例



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

（
号
外
）

九



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

（
号
外
）

一
〇



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

（
号
外
）

一
一



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

（
号
外
）

一
二



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

（
号
外
）

一
三



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

（
号
外
）

一
四



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

（
号
外
）

一
五



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

（
号
外
）

一
六



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

（
号
外
）

一
七



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

（
号
外
）

一
八



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

（
号
外
）

一
九



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

（
号
外
）

二
〇



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

（
号
外
）

二
一



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
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特別会計の設置に関する条例の一部を改正する条例

特別会計の設置に関する条例（昭和三十九年香川県条例第四号）の一部を次のように改正する。

第四条中「中小企業総合事業団法（平成十一年法律第十九号）」を「独立行政法人中小企業基盤整

備機構法（平成十四年法律第百四十七号）」に、「中小企業構造の高度化及び中小企業の新事業の開

拓」を「創業、中小企業の経営の革新、中小企業者の行う連携等、中小企業の集積の活性化及び災害

により被害を受けた中小企業者の支援」に改める。

第十七条の次に次の一条を加える。

（県立大学特別会計）

第十八条　県立大学の円滑な運営とその経理の適正を図るため、県立大学特別会計を設置する。

附　則

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第四条の改正規定は、規則で定める日か

ら施行する。

香川県土地開発基金条例及び香川県番の州地区臨海工業用土地造成事業基金条例の一部を改正する

条例をここに公布する。

香川県土地開発基金条例及び香川県番の州地区臨海工業用土地造成事業基金条例の一部を改正

する条例

（香川県土地開発基金条例の一部改正）

第一条　香川県土地開発基金条例（昭和四十四年香川県条例第十四号）の一部を次のように改正する。

附則第三項中「香川県土地開発基金条例の一部を改正する条例（平成十一年香川県条例第十九号）

の施行の際現に」を「平成十六年四月一日現在で）に、「三十億円」を「六十億円」に、「香川県

長期投資準備基金条例（平成元年香川県条例第二号）第二条の規定により」を「香川県県債管理基
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金又は」に改める。

（香川県番の州地区臨海工業用土地造成事業基金条例の一部改正）

第二条　香川県番の州地区臨海工業用土地造成事業基金条例（昭和四十三年香川県条例第五号）の一

部を次のように改正する。

第六条を第七条とし、第五条を第六条とし、第四条を第五条とし、第三条の次に次の一条を加え

る。
（繰替運用）

第四条　知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、

基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

附　　則

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
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古紙配合率70％
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香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/


